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戸田市立公園指定管理者募集要項 

 

 戸田市立公園（彩湖・道満グリーンパーク外１４７公園）（以下「市立公園」とい

う。）において、施設の管理運営を効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び戸田市立公園条例（令和８年条例

第１号）第２９条の規定により、以下のとおり指定管理者の募集を行います。 

 業務の詳細については、資料１「戸田市立公園（彩湖・道満グリーンパーク外１４７

公園）管理運営業務仕様書」を参照してください。 

 ただし、彩湖・道満グリーンパーク内の国から占用している敷地において、営業販

売等を行う場合は、国の河川敷地占用許可準則（以下「準則」という。）第６により占

用主体者が公益法人等に制限されます。 

準則第６の占用主体者に該当しない場合、準則第２２の都市・地域再生等利用区域

（河川のオープン化の区域）の指定を新たに受ける必要があり、指定までに時間を要

することから令和９年度当初からの営業販売等が実施できないこととなります。 

 また、彩湖・道満グリーンパーク内の市所有地においても、河川法の観点から調整

等に時間を要することがあります。 

 

１ 施設の概要 

（１）名称、所在地及び面積 

      

NO 公園名 所在地 面積 備考 

1 彩湖・道満グリーンパーク 大字重瀬字南地蔵木７４５番外 667,000 ㎡ H18 指定管理導入済 

2 後第一公園 喜沢一丁目２９番１ 1,732 ㎡ R４年指定管理導入済 

3 後第二公園 喜沢一丁目８番１ 2,208 ㎡ R４年指定管理導入済 

4 喜沢第一公園 喜沢二丁目２４番１ 1,183 ㎡ R４年指定管理導入済 

5 喜沢第二公園 喜沢二丁目１７番１ 2,413 ㎡ R４年指定管理導入済 

6 氷川公園 中町一丁目２８番６ 1,900 ㎡ R４年指定管理導入済 

7 上町第一公園 下戸田二丁目１０番２ 854 ㎡ R４年指定管理導入済 

8 東町公園 上戸田二丁目４１番 2,643 ㎡ R４年指定管理導入済 

9 上町第二公園 下戸田二丁目１９番１４ 1,821 ㎡ R４年指定管理導入済 

10 元蕨第二公園 上戸田二丁目１１番１ 1,986 ㎡ R４年指定管理導入済 

11 鍛冶谷町公園 上戸田三丁目１８番 1,953 ㎡ R４年指定管理導入済 

12 元蕨第一公園 上戸田一丁目５番１ 2,017 ㎡ R４年指定管理導入済 

13 元蕨第三公園 上戸田二丁目９番１ 890 ㎡ R４年指定管理導入済 

14 下町公園 笹目六丁目２６番１ 3,319 ㎡ R４年指定管理導入済 

15 砂場公園 美女木四丁目１４番 2,542 ㎡ R４年指定管理導入済 

16 立野際公園 喜沢一丁目４９番２外 829 ㎡ R４年指定管理導入済 

17 野竹公園 笹目六丁目４番 2,660 ㎡ R４年指定管理導入済 

18 圃中公園 笹目三丁目１３番 3,250 ㎡ R４年指定管理導入済 
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19 早瀬公園 笹目八丁目５番 3,932 ㎡ R４年指定管理導入済 

20 美女木公園 美女木二丁目２０番１ 2,144 ㎡ R４年指定管理導入済 

21 堀ノ内公園 美女木七丁目６番 3,720 ㎡ R４年指定管理導入済 

22 美笹公園 美女木五丁目５番１ 2,526 ㎡ R４年指定管理導入済 

23 谷口公園 笹目一丁目２０番 3,447 ㎡ R４年指定管理導入済 

24 薮雨公園 美女木三丁目１２番 2,353 ㎡ R４年指定管理導入済 

25 重瀬公園 美女木一丁目２２番 2,682 ㎡ R４年指定管理導入済 

26 惣右衛門公園 笹目一丁目３８番 13,685 ㎡ R９指定管理者導入予定 

27 天王公園 笹目五丁目１９番１ 3,651 ㎡ R４年指定管理導入済 

28 根木橋公園 笹目二丁目２２番４ 3,001 ㎡ R４年指定管理導入済 

29 山宮公園 笹目四丁目２９番 3,968 ㎡ R４年指定管理導入済 

30 修行目公園 美女木六丁目４番 2,433 ㎡ R４年指定管理導入済 

31 新田公園 美女木三丁目１番 12,610 ㎡ R９指定管理者導入予定 

32 夏浜公園 笹目七丁目９番３０ 2,789 ㎡ R４年指定管理導入済 

33 柳坪公園 笹目四丁目２２番 2,930 ㎡ R４年指定管理導入済 

34 笹目公園 笹目七丁目１番１ 16,352 ㎡ R９指定管理者導入予定 

35 番匠免公園 美女木八丁目６番 4,906 ㎡ R４年指定管理導入済 

36 緩衝緑地 笹目北町１０７番外 8,918 ㎡ R４年指定管理導入済 

37 荒井前公園 下戸田二丁目２番１ 588 ㎡ R４年指定管理導入済 

38 後谷第一公園 上戸田一丁目２１番１ 830 ㎡ R４年指定管理導入済 

39 後谷第二公園 上戸田四丁目２番１２ 1,242 ㎡ R４年指定管理導入済 

40 下戸田第一公園 下戸田一丁目１８番１４ 826 ㎡ R４年指定管理導入済 

41 下戸田第二公園 下戸田一丁目１５番９ 725 ㎡ R４年指定管理導入済 

42 下前公園 下前二丁目６０番２外 1,983 ㎡ R４年指定管理導入済 

43 中町公園 中町一丁目１１番４外 2,280 ㎡ R４年指定管理導入済 

44 北部公園 笹目北町９番１外 26,835 ㎡ R９指定管理者導入予定 

45 外仲田公園 美女木二丁目３１番１ 3,663 ㎡ R４年指定管理導入済 

46 谷口北公園 笹目北町４番１ 3,004 ㎡ R４年指定管理導入済 

47 山宮北公園 笹目四丁目４４番 3,152 ㎡ R４年指定管理導入済 

48 後谷公園 上戸田四丁目８番１外 14,276 ㎡ R９指定管理者導入予定 

49 新田口公園 上戸田五丁目２８番１外 2,426 ㎡ R４年指定管理導入済 

50 早瀬東公園 早瀬一丁目４００３番１ 937 ㎡ R４年指定管理導入済 

51 川岸公園 川岸二丁目３０７８番１１６外 1,000 ㎡ R４年指定管理導入済 

52 笹目南さくら公園 笹目南町１１６２番２外 1,726 ㎡ R４年指定管理導入済 

53 稲荷木公園 大字上戸田字稲荷木１１１番２外 373 ㎡ R４年指定管理導入済 

54 後谷児童遊園地 上戸田四丁目１１番１外 1,275 ㎡ R４年指定管理導入済 

55 曲尺手遊園地 南町１８５５番２ 384 ㎡ R４年指定管理導入済 

56 上前谷遊園地 氷川町二丁目４４０５番３ 281 ㎡ R４年指定管理導入済 
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57 川岸３丁目遊園地 川岸三丁目２１９２番 1,054 ㎡ R４年指定管理導入済 

58 喜沢２丁目児童公園 喜沢二丁目６番５外 1,284 ㎡ R４年指定管理導入済 

59 喜沢南公園 喜沢南一丁目１４４９番３外 815 ㎡ R４年指定管理導入済 

60 喜沢南児童遊園地 喜沢南１丁目３２４７番３７ 600 ㎡ R４年指定管理導入済 

61 けやき公園 氷川町一丁目４６３６番外 1,821 ㎡ R４年指定管理導入済 

62 下戸田１丁目児童公園 下戸田一丁目５番１１外 1,115 ㎡ R４年指定管理導入済 

63 下前１丁目遊園地 下前一丁目１４番２ 372 ㎡ R４年指定管理導入済 

64 菖蒲遊園地 新曽南三丁目６８１７番３ 369 ㎡ R４年指定管理導入済 

65 立野際小公園 喜沢二丁目９番１外 720 ㎡ R４年指定管理導入済 

66 中町２丁目児童遊園地 中町二丁目１３４８番２外 662 ㎡ R４年指定管理導入済 

67 新曽南１丁目児童遊園地 新曽南一丁目５１２５番外 945 ㎡ R４年指定管理導入済 

68 新曽南４丁目児童遊園地 新曽南四丁目４７０３番 674 ㎡ R４年指定管理導入済 

69 新曽柳原児童遊園地 大字新曽字柳原９７９番１ 1,282 ㎡ R４年指定管理導入済 

70 根木橋児童遊園地 笹目南町１１５１番外 835 ㎡ R４年指定管理導入済 

71 馬場ふれあい公園 新曽南二丁目５０１７番１外 2,065 ㎡ R４年指定管理導入済 

72 氷川町１丁目児童公園 氷川町一丁目４７３０番 1,143 ㎡ R４年指定管理導入済 

73 氷川町児童遊園地 氷川町一丁目４５６３番外 512 ㎡ R４年指定管理導入済 

74 本町１丁目児童遊園地 本町一丁目１３５６番１ 1,413 ㎡ R４年指定管理導入済 

75 本町５丁目児童遊園地 本町五丁目２０７５番３６ 137 ㎡ R４年指定管理導入済 

76 本町４丁目児童遊園地 本町四丁目１３０８番 850 ㎡ R４年指定管理導入済 

77 本村公園 本町三丁目１７８４番４外 1,693 ㎡ R４年指定管理導入済 

78 南町児童公園 南町２２８５番４外 1,631 ㎡ R４年指定管理導入済 

79 南町児童遊園地 南町２３６８番３ 538 ㎡ R４年指定管理導入済 

80 戸田公園駅西口緑地 本町四丁目２０８４番４外 1,448 ㎡ R４年指定管理導入済 

81 戸田公園駅東口緑地 本町四丁目２０８５番１外 1,966 ㎡ R４年指定管理導入済 

82 戸田公園駅南緑地 本町五丁目２１２２番４外 1,320 ㎡ R４年指定管理導入済 

83 芦原たんぼ公園 大字新曽字稲荷１１４０番８外 4,038 ㎡ R４年指定管理導入済 

84 （仮称）２号公園 大字新曽字稲荷１４８６番外 2,819 ㎡ R４年指定管理導入済 

85 馬場公園 新曽南二丁目４９３２番 1,007 ㎡ R４年指定管理導入済 

86 大前公園 本町二丁目１９４８番外 1,302 ㎡ R４年指定管理導入済 

87 笹目南公園 笹目南町１２３６番 903 ㎡ R４年指定管理導入済 

88 ボール公園 大字下笹目字谷口１１６番４外 3,741 ㎡ R４年指定管理導入済 

89 荒川水循環センター上部公園 大字美女木字中前原５４３４番１外 63,523 ㎡ R４年指定管理導入済 

90 噴水公園 大字新曽字芦原２１６５番１外 1,901 ㎡ R４年指定管理導入済 

91 新曽沖内児童遊園地 大字新曽字小玉２６１番２外 673 ㎡ R９指定管理者導入予定 

92 喜沢南１丁目児童遊園地 喜沢南一丁目１４２２番２ 219 ㎡ R９指定管理者導入予定 

93 下前児童遊園地 下前二丁目２９９７番１ 492 ㎡ R９指定管理者導入予定 

94 新曽北町児童遊園地 大字新曽字芦原２３４２番２外 1,191 ㎡ R９指定管理者導入予定 
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95 川岸みんなの広場 川岸二丁目３０９２番３ 609 ㎡ R９指定管理者導入予定 

96 喜沢２丁目児童遊園地 喜沢二丁目２０番５外 1,950 ㎡ R９指定管理者導入予定 

97 早瀬児童遊園地 早瀬一丁目４０２８番 463 ㎡ R９指定管理者導入予定 

98 喜沢南２丁目児童遊園地 喜沢南二丁目３１７６番１ 627 ㎡ R９指定管理者導入予定 

99 本町３丁目児童遊園地 本町三丁目１７９１番１ 493 ㎡ R９指定管理者導入予定 

100 芦原ちびっ子広場 大字新曽字稲荷１６０４番１外 1,450 ㎡ R９指定管理者導入予定 

101 南根木橋児童遊園地 笹目南町１２６番１外 315 ㎡ R９指定管理者導入予定 

102 後谷団地児童遊園地 上戸田三丁目２２番１外 634 ㎡ R９指定管理者導入予定 

103 戸田橋下広場 川岸三丁目２４５８番２外 1,019 ㎡ R９指定管理者導入予定 

104 新曽南児童遊園地 新曽南四丁目４８８２番１ 2,269 ㎡ R９指定管理者導入予定 

105 向田児童遊園地 美女木北三丁目８番３ 796 ㎡ R９指定管理者導入予定 

106 上前児童遊園地 本町五丁目２２０９番３ 362 ㎡ R９指定管理者導入予定 

107 笹目夏浜児童遊園地 笹目七丁目１５番３ 173 ㎡ R９指定管理者導入予定 

108 笹目川親水公園 氷川町三丁目６５７０番２外 1,036 ㎡ R９指定管理者導入予定 

109 戸田橋親水公園 川岸三丁目２１８０番１ 2,457 ㎡ R９指定管理者導入予定 

110 笹目１丁目児童遊園地 笹目一丁目１４番１９ 865 ㎡ R９指定管理者導入予定 

111 下前稲荷広場 下前二丁目３００４番２ 96 ㎡ R９指定管理者導入予定 

112 川岸ミニパーク 川岸一丁目３１１３番２ 246 ㎡ R９指定管理者導入予定 

113 下戸田ミニパーク 下戸田二丁目１２番７ 255 ㎡ R９指定管理者導入予定 

114 みにばら広場 南町１９７８番１５ 231 ㎡ R９指定管理者導入予定 

115 こぶし公園 下前二丁目３２９番４ 785 ㎡ R９指定管理者導入予定 

116 前谷公園 上戸田一丁目２３番１５ 471 ㎡ R９指定管理者導入予定 

117 向田ミニパーク 美女木北三丁目４番１ 349 ㎡ R９指定管理者導入予定 

118 新田ふれあい噴水公園 大字新曽字稲荷１７５８番３ 422 ㎡ R９指定管理者導入予定 

119 川岸げんきミニパーク 川岸二丁目３０９３番１２９外 106 ㎡ R９指定管理者導入予定 

120 下前公園ゲートボール場 下前二丁目６１番２ 659 ㎡ R９指定管理者導入予定 

121 かじや緑地 上戸田三丁目１０番３４外 485 ㎡ R９指定管理者導入予定 

122 戸田駅緑地 大字新曽字柳原６６８番２ 165 ㎡ R９指定管理者導入予定 

123 新曽小玉緑地 大字新曽字小玉２４１番９外 886 ㎡ R９指定管理者導入予定 

124 本町２丁目万葉の花 本町二丁目１５３８番７外 1,006 ㎡ R９指定管理者導入予定 

125 芦原広場 大字新曽字芦原１８３６番１ 613 ㎡ R９指定管理者導入予定 

126 かじやさくら緑地 本町二丁目１７０８番４外 1,870 ㎡ R９指定管理者導入予定 

127 新曽小玉緑道 大字新曽字小玉２１３番３外 494 ㎡ R９指定管理者導入予定 

128 柳原南広場 大字新曽字柳原９４０番１外 530 ㎡ R９指定管理者導入予定 

129 稲荷広場 大字新曽字稲荷１３８５番 499 ㎡ R９指定管理者導入予定 

130 大前緑地（南） 本町二丁目１７２７番４外 1,807 ㎡ R９指定管理者導入予定 

131 向田緑地（南） 美女木北二丁目１番１外 893 ㎡ R９指定管理者導入予定 

132 喜沢南公共広場 喜沢南二丁目３２０８番２ 1,113 ㎡ R９指定管理者導入予定 
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133 大前緑地（北） 本町二丁目１７１６番２外 1,390 ㎡ R９指定管理者導入予定 

134 北戸田駅南緑地 大字新曽字芦原１９７５番１３外 1,276 ㎡ R９指定管理者導入予定 

135 向田緑地（北） 美女木北一丁目１番１外 1,386 ㎡ R９指定管理者導入予定 

136 上戸田５丁目緑地(北) 上戸田五丁目１３番５４ 133 ㎡ R９指定管理者導入予定 

137 上戸田５丁目緑地(南) 上戸田五丁目１８番１１ 252 ㎡ R９指定管理者導入予定 

138 戸田駅緑地(南) 大字新曽字柳原３３９番８外 274 ㎡ R９指定管理者導入予定 

139 新曽小玉緑道(西) 大字新曽字小玉１９９番１３ 252 ㎡ R９指定管理者導入予定 

140 二枚橋ミニパーク 大字新曽字小玉５６０番３ 132 ㎡ R９指定管理者導入予定 

141 新曽沖内なかよし広場 大字新曽字小玉２４０番３外 1,269 ㎡ R９指定管理者導入予定 

142 （仮称）２号広場 大字新曽字稲荷１５１７番３外 7,699 ㎡ R９指定管理者導入予定 

143 戸田駅緑地（北） 大字新曽字柳原６７６番９外 389 ㎡ R９指定管理者導入予定 

144 新曽ミニパーク（戸田７２－

１） 
大字下笹目字谷口１１４番３２ 

69 ㎡ R９指定管理者導入予定 

145 戸田２２ 上戸田五丁目１７番３外 603 ㎡ R９指定管理者導入予定 

146 新曽西の水辺のスポット 大字新曽字芦原２５５６番１外 493 ㎡ R９指定管理者導入予定 

147 戸田１ 川岸一丁目３１０７番１外 2,685 ㎡ R９指定管理者導入予定 

148 川岸さつき通り広場 川岸二丁目３０２２番１外 645 ㎡ R９指定管理者導入予定 

 

（２）基本方針 

市立公園は公の施設であり、公共の福祉の増進（スポーツ及びレクリエーショ

ン活動等の振興を含む）に寄与することを目的として設置されたものです。その

設置目的を踏まえ、適正な管理に努めるとともに、施設の利用に際しては、平等

かつ公平な取扱いを行い、施設利用者の信頼にこたえる必要があります。 

また、公園管理については、創意工夫のある企画や効率的な運営などにより、施

設利用者の多様なニーズにこたえ、質の高いサービスを提供するなど効果的かつ

効率的な管理運営を目指す必要があります。 

 

２ 管理に当たっての条件 

（１）管理基準 

ア 利用時間等 

戸田市立公園（彩湖・道満グリーンパーク外１４７公園）管理運営業務に係る

公園は、有料施設を有する公園を除き、全ての日時とします。 

但し、次の市立公園については、休園日等及び利用時間は表に示すとおりとな

ります。 

市立公園名 休園日等 利用時間 

彩湖・道満グリーンパーク なし 4～10月 7：30～18：30 

11～3月 7：30～17：30 

荒川水循環センター上部公園 12/29～1/3 4～10月 7：30～18：30 

11～3月 7：30～17：30 
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パークゴルフ場窓口（荒川水循環

センター上部公園管理棟内） 

12/29～1/3 

水曜日（祝日の場

合は翌日） 

4～10月 9：00～17：15 

11～3月 9：00～16：15 

ボール公園の多目的広場及びバス

ケットボールコート 

12/29～1/3 8:30～20:00 

稲荷広場 なし 3/15～4/30 8:30～17:30 

5/ 1～8/31 8:30～18:00 

9/ 1～9/30 8:30～17:30 

10/ 1～3/14 8:30～16:30 

後谷公園の多目的トイレ 12/29～1//3 8:30～17:00 

番匠免公園のボール広場 12/29～1/3 3/15～4/30 8:30～17:30 

5/ 1～8/31 8:30～18:00 

9/ 1～9/30 8:30～17:30 

10/ 1～3/14 8:30～16:30 

※有料の公園施設等の供用日及び供用時間は、戸田市立公園条例施行規則第１ 

０条に定めたとおりとなります。なお、指定管理者は事情があるときは、あ 

らかじめ市長の承認を経て、これを変更することができるものとします。 

 

イ 関係法規等の遵守 

以下の法規等の内容を理解の上、遵守し、業務を遂行してください。 

特に個人番号の取扱いについては、番号法、及び個人情報保護委員会が作成

した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公

共団体等編）」に従うこと。  ※ 個人情報保護委員会ホームページ掲載 
（ア）地方自治法 

（イ）都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 

（ウ）戸田市立公園条例、戸田市立公園条例施行規則 

（エ）その他の関連法規 

  ウ 施設設備及び物品の維持管理 

  業務を行うに当たっては、市民が快適、また、安全に施設等を利用できるよ

う、適切な維持管理を行ってください。 

  なお、施設や設備の増改築や補修修繕等の実施区分については、資料２を参

照してください。また、詳細については、協議の上、協定で定めます。 

  エ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の取扱い 

    個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守するのはも

ちろんのこと、個人情報の取扱いについては、取扱いに関する内部規定を作成

するなど十分に注意を払ってください。 

  オ 業務の一括委託の禁止 

    指定管理者は、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わ

せてはなりません。ただし、業務の一部について、あらかじめ市が認めた場合は
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この限りではありません。 

  カ 文書の管理・保存 

    指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は、戸田市文書管

理規程等を参考に、指定管理者文書取扱いについて基準を定め、適正に管理・保

存することとします。※資料３を参照してください。 

    また、指定期間終了後に、市の指示に従って文書の引継等を行うことがあり

ます。 

  キ 情報セキュリティ対策 

    指定管理業務を行うに当たり、情報システム（ＰＣのみも含む）を取扱う場

合は、市が求めるものと同等以上の情報セキュリティ対策を実施してください。 

  ク 利用許可等に関する留意点 

    指定管理者が行う利用許可等は、戸田市行政手続条例（平成１０年条例第２

７号）第２条第３号に規定する「処分」に当たることから、戸田市立公園条例、

同施行規則及び戸田市行政手続条例に定められた関連する諸規定を遵守してく

ださい。 

  ケ 守秘義務 

    指定管理者は、指定管理業務の遂行に当たり、業務上知り得た内容を第三者

に漏らしたり、自己の利益のために使用したりしてはいけません。指定期間が

終了した後も同様です。 

  コ 環境への配慮 

    省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の

発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理に努めるものとします。また、環境

負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めるものとします。 

  サ 自然再生 

    戸田ヶ原自然再生事業の趣旨を理解し、市と連携しながら、主体的・積極的

に事業の推進に努めるものとします。 

  シ 公園の賑わいの創出 

    市立公園の特徴を活かし公園の魅力を高めることにより、公園の賑わいの創

出に努めるものとします。 

ス 情報の公開 

    指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等については、個人情報に留意

しつつ情報公開に努めるものとします。 

  セ 市内企業への配慮 

    指定管理業務の実施に当たり、市内中小企業者の受注機会の増大と市内中小

企業者に配慮した物品等の調達に努めるものとします。 

  ソ 人権問題について 

公正な採用選考について 

・応募者の基本的人権を尊重すること。 

・応募者の適正・能力のみを基準として行うこと。 

業務従事者に対する啓発、指導 
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・利用者に対して人権に配慮した対応をとれるよう、啓発や指導を徹底するこ

と。 

差別事象の報告について 

・差別事象等が発生した場合は、直ちに市に報告すること。 

障害を理由とする差別の解消の推進について 

障害者に対して、合理的配慮の提供を実施すること。 

   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等について 

優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めること。 

  ※ 管理の基準に関する細目的事項については、協議の上、協定で定めます。 

  ※ 管理の基準を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消す場合があります。 

 

（２）指定管理者が行う業務 

    ア 市立公園の維持管理に関する業務 

（ア）園内及び市が指定した範囲の清掃・除草 

（イ）樹木等植物育成管理 

（ウ）施設の維持管理 

公園内に設置されている施設が安全かつ快適に利用できるよう、必要な

点検や軽微な修繕、園外の受水施設の管理を行うこと。 

（エ）園内の不法行為や迷惑行為の対応 

（オ）電気料、水道料等の光熱水費の支払及び徴収 

（カ）維持管理に必要な消耗品、備品の購入及び支払等 

（キ）出水時等における河川法の占用許可条件に基づく対応 

イ 管理施設の維持管理に関する業務 

（ア）施設の戸締まり等の防犯管理 

（イ）施設の清掃 

（ウ）施設の電気機械設備等の保守点検 

（エ）光熱水費、下水道使用料の支払 

（オ）施設の維持管理に必要な軽微な修繕 

（カ）維持管理に必要な消耗品、備品の購入及び支払等 

ウ 公園利用に関する業務  

（ア）有料公園施設等の申請受付・許可 

（イ）行為の許可等の申請受付・許可 

（ウ）利用料金の徴収 

  エ 駐車場の利用に関する業務 

(ア）駐車場の管理運営 

（イ）利用料金の徴収 

オ 自主事業の実施に関する業務 

     自主事業とは、指定管理者が自ら企画した業務で、指定管理業務でない業

務となります。指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、

事前に市の承認を受けたうえで、自主事業を行うことができます。 
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自主事業の実施により生じるすべての収入は指定管理者を受託した事業

者の収入となり、すべての支出は指定管理者を受託した事業者の負担となり

ます。なお、公園を活用した自主事業の収入による指定管理料の縮減、魅力

ある公園づくりや維持管理に寄与する提案を求めます。 

自主事業を実施する場合は、指定管理業務に関する会計とは別の会計で管

理し、市に報告する必要があります。 

また、自主事業の実施にあたり、公園施設設置・管理許可または公園占用

許可の手続きが必要となる場合は、使用料等の納付が必要になります。 

カ 保険への加入 

 施設における事故に備え、「施設管理者賠償責任保険」、必要に応じて「動産

総合保険」に加入していただきます。 

キ 上記アからカに掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

 

指定管理業務に関する詳細は、別添「戸田市立公園（彩湖・道満グリーンパ 

ーク外１４７公園）管理運営業務仕様書」、「彩湖・道満グリーンパーク管理運 

営業務特記仕様書」、「彩湖・道満グリーンパーク管理業務（戸田ヶ原自然再生 

事業）特記仕様書」、「荒川水循環センター上部公園管理運営業務特記仕様書」 

「個別公園等管理運営業務特記仕様書」及び「水景施設特記仕様書」を参照く 

ださい。また、施設の改築や修繕等の実施区分は、資料２を参照ください。 

    なお、上記仕様書に定めのない事項については、協議の上、協定で定めます。 

 

（３）管理に要する経費 

ア 利用料金の設定 
有料公園施設等の許可による利用、行為の許可による利用及び駐車場の利用

に係る料金は、指定管理者の収入となります。 
条例に定める額の範囲内で、利用料金の額を設定していただきます。 
なお、設定に当たっては、市長の事前承認が必要です。 
また、利用料金を減額し、又は免除する必要がある場合には、戸田市立公園条

例第３８条（利用料金の減免）の規定により、市長の承認が必要です。 
  ※ 利用料金の収受方法については、協議の上、協定で定めます。 
  ※ 過去４か年の利用料金収入等の実績については、資料４を参照してください。 

イ 指定管理に係る指定管理料と余剰金の取扱い 

    市は、指定管理業務に必要な経費を、毎年度の予算の範囲内において、指定

管理者に指定管理料として支払います。指定管理料の具体的な額や支払い時期・

方法等は協議の上、協定で定めます。 

    なお､この度の提案に係る指定管理料上限額(５年間)は２,４６７,０４６千

円とします。上限額は、消費者物価指数等の統計データを参考に、指定管理業務

期間中において、人件費については毎年度約５％、物件費については毎年度約

３％の物価変動が生じることを想定して設定しています。（令和８年度時点） 

    また、指定管理業務に必要な経費（以下「支出」という。）は、利用料金収入、
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市指定管理料及び指定管理者が行う自主事業等の収入で賄うことになります。

それらの収入が指定管理業務に必要な支出を超えた場合、その金額（以下「余剰

金」という。）の一部を市へ返還するものとします。なお、指定管理業務以外へ

の支出は認めないものとし、他会計へ繰り出す際には、使途を明記するなど、指

定管理業務に伴う支出であることを明確にしてください。 

市への返還額の算定方法については、算定対象となる余剰金の上限額を指定

管理料の額とし、そのうち、修繕費及び備品購入費（以下「修繕費等」という。）

の余剰金は、全額を市に返還するものとします。さらに、修繕費等を除く余剰金

は、指定管理料の１００分の１０を超えた場合に、その超えた額の２分の１を

市に返還するものとします（千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとします。）。なお、原則として、収入が支出に満たない場合でも市が補

填することはありません。 

   ※過去４か年の市委託料等については、資料５―１及び５―２を参照ください。

指定管理料の具体的な額や支払方法等は、協議の上、協定で定めます。   

ウ 区分会計の独立と管理口座 

    指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けると

ともに、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理してく

ださい。 

    また、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口座と

は別の口座で管理する必要があります。 

エ 本社経費の取扱い 

本社経費については、検証可能なものに限り収支予算に計上できるものとし、 

支出内容、算出方法、算出根拠について、指定管理者選定時及び協定書締結時に 

資料等により 明らかにすることを条件とします。 

  オ 施設の修繕・改修工事 

    指定管理業務の経費において施設修繕・改修工事を行う場合、事前に市と協

議を行い実施してください。 

  カ 備品の帰属 

    備品の購入に関しては事前に市と協議を行い、指定管理料により購入した備

品は市に帰属するものとします。 

 

（４）指定予定期間 

   令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間）を予定しています。 

   ※ ただし、管理をすることが適当でないと認めるときは、戸田市立公園条例

第３４条第１項の規定により指定を取り消すことがあります。 

 

（５）指定管理者と市との業務役割分担 

   指定管理者と市との役割分担は、原則として次の表のとおりとします。 

   ただし、表に定める事項に疑義のある場合、又は定めのない事項については、

指定管理者と市が協議して定めることとします。 
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番号 種  類 リスク内容 
負担者 
市 指 

1 法令等の変更 
本業務に直接関係する法令の変更 ○  

上記以外事業者全般に影響を与える法令の変更  ○ 

2 税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制度の変更によるコス
ト変動 ○  

消費税率の変更に伴うコスト変動 ○  

上記以外事業者全般に影響を与える税制度の変更によ
るコスト変動  ○ 

3 社会的リスク 指定管理者の業務実施に起因した住民反対運動・訴訟・
要望・苦情等に関するもの  ○ 

本業務における騒音・振動・臭気に関するもの  ○ 

4 事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄又は破たんによるもの  ○ 

5 不可抗力 自然災害等による業務の履行不能 協議 

6 計画変更 仕様書等の条件変更によるもの ○  

7 運営費上昇 
仕様書等の条件変更以外の要因による運営費の上昇に
よるもの  ○ 

8 物価変動 指定期間の物価のインフレ・デフレ 
協議 

（※1） 

9 施設、設備及び物品

の損傷 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

修繕費が一件当たり１００万円を超えない場合（経年劣
化の場合も含む。）  ○ 

第三者による行為で相手が特定できないもの 協議 

10 性能不適合 仕様書に定めた要求水準の不適合によるもの  ○ 

11 需要変動 

施設機能の一部供用停止等、市の事由による利用者の減
少及び利用料金の減収 ○  

利用者の減少及び利用料金の減収  ○ 

12 利用料金 
市が主催する事業のための減免によるもの ○  

上記以外の減免によるもの  ○ 

13 自主事業 指定管理者が実施する自主事業に関するもの  ○ 

14 利用者事故 

管理上の瑕疵等、指定管理者の責めに帰すべき事由によ
るもの  ○ 

上記以外のもの ○  

15 利用者間トラブル 
市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 
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市及び指定管理者の責めに帰さない事由によるもの 協議 

16 利用者クレーム 利用者からのクレームによるもの  ○ 

17 第三者侵入 不審者の侵入による事故等の発生によるもの  ○ 

18 盗難 附属設備等の盗難及び徴収料金の盗難・紛失によるもの  ○ 

19 業務不履行 講演・講座など業務不履行によるもの  ○ 

20 
個人情報等の 

漏えい 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

21 事業終了 事業終了時の現状復帰に係る経費  ○ 

22 引継ぎ 業務引継ぎに係る経費  ○ 

23 施設 

施設（設備、備品含む）の保守点検  ○ 

施設の維持管理（植栽、清掃等含む）  ○ 

安全衛生管理  ○ 

24 その他（※2） 

事故、火災等による施設の損傷の回復 ○ △ 

施設利用者の被災に対する責任 ○ △ 

市有施設の火災保険加入 ○  

市有施設の賠償責任保険加入 ○ ○ 

包括的な管理責任  ○ 

※1当初の想定以上の物価変動が生じた場合に協議。 

※2「△事故、火災等による施設の損傷の回復」については、指定管理者の責に帰すべ

き事由による場合は指定管理者。また、「△施設利用者の被災に対する責任」は、

現場での対応について指定管理者。 

※3 その他の指定管理者の役割 

  ・指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、施設を常に良好な状態に管理 

する義務を負います。 

  ・指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で迅速に対応する責任を有し、施 

設又は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切に対応し、直ちに市に報 

告をしなければなりません。 

 

（６）指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

 ア 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じ

た場合には、速やかに市に報告しなければなりません。 

 イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により適正な施設管理が困難となった場合又

はそのおそれがあると認められる場合は、市は、指定管理者に対して改善勧告を行

い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。 

   この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかったと

きには、市は指定管理者の指定を取り消すことができます。 

 ウ 指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪化す
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るなど指定管理業務の継続が困難と認められる場合は、市は、指定管理者の指定を

取り消すことができます。 

 エ イ又はウにより指定管理者の指定を取り消され、市に指定管理者の債務不履行

による損害が生じた場合には、賠償の責めを負うこととなります。 

 オ 市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継

続が困難となった場合には、市と指定管理者は、指定管理業務継続の可否について

協議することとします。 

 

３ 申請の手続 

（１）応募資格 

  ア 指定期間中、安全かつ円滑に市立公園を管理運営できる法人その他の団体（以

下「法人等」という。）とし、個人での応募は不可とします。 

  イ 複数の法人等でグループ（コンソーシアム、ＪＶなど）を構成して応募する

場合は、次の事項に留意してください。 

  （ア）代表団体を定め、市とのやり取りについては代表団体が行ってください（代

表団体以外は、当該グループの構成団体として扱います。）。 

  （イ）グループには適正な名称及び代表者を定めて、「グループの協定書又はこれ

に準ずる書類」（任意様式）を提出してください。また、申請書の記名押印等に

ついては、構成団体の代表者全員が行ってください。 

  （ウ）グループで応募する場合、代表団体及び構成団体の変更は原則として認めま

せん。ただし、構成団体については、業務上支障がないと市が判断した場合、

変更を認めることがあります。その場合には、必要に応じ応募書類の再提出を

求めます。 

   （エ）応募については、一応募者につき一提案に限ります。また、当該グループの

構成団体は、他のグループの構成団体となり、又は単独で応募を行うことはで

きません。また、構成団体のいずれかが下記（２）のいずれかに該当する場合

は、応募者となることはできません。 

  

（２）応募の制限 

      次のいずれかに該当する法人等（グループの構成団体が該当する場合を含む。）

は、応募者となることができません。また、協定締結までの期間に該当となった場

合は、指定管理者としての資格を喪失したものとします。 

    ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

するもの 

    イ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)､民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）等に基づき更生又は再生手続をしている法人 

    ウ 戸田市から入札参加停止措置を受けているもの 

    エ 法人税、法人事業税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納しているも

の 

    オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
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77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

    カ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の

構成員等」という。）の統制の下にある法人その他の団体  

    キ その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上

参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加

している者をいう。）が暴力団の構成員等である法人その他の団体 

    ク 市長、市議会議員又は本指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等（戸 

田市が出資している法人で地方自治法施行令で定めるもの又は民法第３３条第 

２項の公益法人を除く。） 

 

（３）提出書類 

      申請に当たっては、以下の書類を提出期間内に市に提出してください。 

      なお、市が必要と認めるときは、追加資料の提出を求めることがあります。 

  ア 提出書類 

（ア）戸田市立公園指定管理者指定申請書（別紙様式１－１） 

※グループ申請の場合は、別紙様式１－２を添付 

    （イ）法人等の定款又は寄附行為若しくはこれらに準ずる書類 

    （ウ）法人等の登記簿謄本及び印鑑証明書（申請日前３ヶ月以内に取得したもの）

又はこれらに準ずる書類 

  （エ）法人等の決算関係書類（過去３か年分の事業報告書、収支計算書、正味財産 

増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類） 

（オ）法人等の予算関係書類（直近１か年分の事業計画書、収支予算書又はこれ 

らに準ずる書類） 

    （カ）法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（法人等の組織図や業

務執行体制等がわかるもの及び就業規則、経理規則、給与規定その他法人等

の諸規程類） 

  （キ）設立趣旨、事業内容のパンフレット等、法人等の概要がわかるもの 

    （ク）法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税の納税証明書（過

去３か年分） 

   ※ 法人税、消費税及び地方消費税は、税務署発行の納税証明書（３の３）を提

出してください。また、法人都道府県民税及び法人事業税は、県税事務所等

発行の直近３事業年度分の納税証明書を提出してください。 

    （ケ）役員の氏名・生年月日・住所を記載した名簿及び履歴を記載した書類 

    （コ）類似施設（都市公園・児童遊園等）における業務実績を記載した書類（原則

として、過去５年間を対象として記載） 

    （サ）市立公園の管理運営に係る事業計画書（※別紙様式２） 

         以下の項目について、市立公園の設置目的を効果的に達成し、効率的に運

営できることがわかる内容として提案してください。 

① 指定管理業務を行うに当たっての基本方針 
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     市立公園を管理運営していくに当たっての心構え、基本方針、コンセプト

（よりよいサービスの提供、より効果的、効率的な運営の方針など）を記述

してください。 

      ② サービス等を向上させるための方策 

     ①の基本方針を受けて、市立公園の利用者に対する具体的なサービス向上

及び稼働率の向上について、利用者等のニーズの把握及び実現策などについ

て提案してください。 

③ 利用者のトラブルの未然防止と対処方法 

     サービス業として市立公園を運営していく以上、市立公園を利用される市

民の方々からの苦情や不満、トラブルに対して、解決方法や体制の整備が必

要です。苦情等に対する基本的な考え方、具体的な解決方法や体制について

提案してください。 

④ 市立公園指定期間５年間の計画 

     令和９年度から令和１３年度の年度ごとに次の計画を作成し、提案してく

ださい。 

     ⅰ事業計画書 

     ⅱ利用人員予測 

     ⅲ収支計画 

      ・ 収入については、利用料金収入の予測（利用料金を徴収する施設に

限る。）及び指定管理料見積予測額を計上してください。 

      ・ 支出については、管理費（人件費含む。）及び事業費として所要額を

計上してください。 

      ・ 自主事業がある場合には、その収入及び支出について指定管理業務 

と区分し、別の収支計画を立ててください。また、公園を活用した自主 

事業の収入による指定管理料の縮減や魅力ある公園づくりを踏まえた 

収支計画の策定を求めます。 

      ⑤ 施設・設備の維持管理計画 

     利用者に快適に、また、安全に利用してもらうための、清掃や設備の保守

点検、警備など維持管理計画について提案してください。 

      ⑥ 管理執行体制 

     管理運営に当たっての人員配置や業務体制、職員の研修体制、新たな雇用

に関する基本的な考え方について提案してください。 

   ⑦ 個人に関する情報の取扱についての基本方針 

     市立公園を管理運営していく過程において、市立公園を利用される市民の

方々の個人に関する情報の保護、適正な管理が要求されます。その取扱につ

いての情報管理体制や基本的な方針について提案してください。 

⑧ 市立公園の管理運営に係る令和９年度収支予算案 

市からの指定管理に係る指定管理料の基礎となる管理運営の必要経費及び 

収入額について算出し、提案してください。支出については、人件費、事務費、 

維持管理費、修繕費、備品購入費及び事業費の内訳が分かるようにしてくださ 
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い。市立公園を活用した自主事業を予定している場合には、その収入及び支出 

について指定管理業務と区分し、別の収支計画を立ててください。 

⑨ 公園の賑わいの創出及び魅力ある公園づくりについて 

  戸田市公園リニューアル計画を踏まえ、市立公園の特徴を活かしながら、公 

園に賑わいをもたらす等、魅力ある公園づくりに資する事業提案をしてくださ 

い。 なお、公園を活用した自主事業の収入による指定管理料の縮減、魅力ある 

公園づくりや維持管理に寄与する提案を求めます。    

  ⑩ 危機管理に対する方針について 

    多くの市民が集う場所である以上、防犯や防災、その他緊急時の対応などに 

ついて、十分に対応できる体制が必要ですが、その基本的な方針について提案 

してください。 

⑪ 環境等への配慮について 

      市立公園の管理運営に当たっては、省エネルギーの徹底、温室効果ガスの排 

出抑制、リサイクルの推進等に努める必要があります。それらの取組を進める 

に当たっての基本的方針や体制整備について提案してください。 

    また、市内中小企業者の受注機会の増大と市内中小企業者に配慮した物品等 

の調達や障害者雇用機会の確保を踏まえた提案としてください。 

⑫ 自然再生について 

    戸田ヶ原自然再生事業に対する考え方、推進していくための積極的な取組の 

内容について提案してください。 

⑬ バックアップ体制 

職員の欠員が発生した場合の対応、現場でのトラブルが発生した場合におけ 

る法人等本体のバックアップ体制について提案してください。 

  ⑭ 利用料金に関する考え方 

市立公園の利用料金の額については、指定管理者が条例の範囲内において、 

市の承認を得て決定するものです。適切な料金の設定についての基本的な考え 

方について提案してください。 

  ⑮ その他の提案について 

     上記以外で、市立公園の設置目的を効率的、効果的に達成する方法等があ

りましたら積極的に提案してください。 

  （シ）誓約書（別紙様式３） 

 

    イ 提出部数 

    正本１部、副本１２部（コピー可）を提出してください。ただし、 (ア)、 (イ )、

(ク)及び（シ）については、正本１部のみ提出してください（グループによる申

請の場合は、（イ）から（ケ）までについては、構成団体ごとに提出してくださ

い。）。  

ウ 提出方法 

    申請書類の提出は、持参又は郵送とします。 

    [提出先] 



- 19 - 

 

     戸田市役所 環境経済部みどり公園課公園マネジメント担当 

     〒３３５－８５８８  戸田市上戸田１－１８－１ 

     電話 ０４８－４４１－１８００（内線３５４） 

 エ 受付期間 

    持参の場合は、令和８年７月６日（月）から８月６日(木)までの午前８時３

０分から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません。） 

    郵送の場合は、原則として書留とし、８月６日(木)午後５時必着とします。 

申請書類は、パンフレット等を除き、原則Ａ４判で作成し、フラットファイル 

（タテ型）に綴じて提出してください。 

フラットファイルは、表紙に件名「戸田市立公園指定管理者指定申請書類」

及び法人等の名称、背表紙に法人等の名称を記載し、書類はインデックスで区

分してください。 

  オ その他 

    申請については、一申請者につき一提案に限ります。複数の提案はできませ

ん。また、申請書類の提出後は、その内容を変更することはできません。 

 

（４）質問事項の受付 

   募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

  ア 受付期間 

    令和８年７月１日（水）から７月２１日（火）の午後５時までとします。 

  イ 受付方法 

    募集要項の内容等に関する質問書（別紙様式４）に必要事項を記入の上、電

子メール又はＦＡＸで提出してください。 

   ［メールアドレス］midori-koen@city.toda.saitama.jp 

   ［ＦＡＸ番号］０４８―４３３―２２００ 

  ウ 回答方法 

    回答は、みどり公園課ホームページ

（https://www.city.toda.saitama.jp//soshiki/213/midori-koen-

shiteikanrishabosyu2026.html）において、次のとおりに公表しますので確認

してください。（質問者名は表示しません。）なお、現地説明会において出され

た質問及び回答についても併せて公表します。 

    令和８年７月２８日（火）  質問事項に対する最終回答 

 ※ 募集要項の内容等に関する質問及びその回答は、その後の提案の内容や審査事

項に反映されることから、上記以外の方法（電話、口頭等）による質問回答は一切

行いません。 

 

（５）現地説明会の実施 

   現地である彩湖・道満グリーンパーク、荒川水循環センター上部公園及びその

他の有料公園施設等において、次のとおり説明会を実施します。参加を希望する場

合は説明会参加申込書（別紙様式５）に必要事項を記入の上、電子メール又はＦＡ

mailto:midori-koen@city.toda.saitama.jp
https://www.city.toda.saitama.jp//soshiki/213/midori-koen-
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Ｘで申し込んでください。参加人数は各法人等・グループにつき３名以内とさせて

いただきます。 

   なお、現地説明会時以外に応募者が自ら現地見学を行うことは構いませんが、

現地施設職員から直接説明を受けることはできません。 

  ［メールアドレス］midori-koen@city.toda.saitama.jp 

  ［ＦＡＸ番号］０４８―４３３―２２００ 

  ア 開催日時   

    令和８年７月１５日（水） ※詳細な時間は締切後、指定 

    ※令和８年７月１０日（金）午後 5時までに申し込んでください。 

  イ 説明会場 

    荒川水循環センター上部公園管理事務所の窓口へ開催５分前までに直接お越

しください。 

 

（６）留意事項 

  ア 応募要項の承諾 

    応募者は、応募書類の提出をもって本募集要項の記載内容を承諾したものと

みなします。 

  イ 接触の禁止 

    本件業務に従事する本市職員及び本件関係者に対し、本件応募についての接

触を禁じます。なお、故意による接触の事実が認められた場合、失格になること

があります。 

  ウ 応募内容の変更禁止 

    提出された書類の内容は、原則として変更することはできません。 

  エ 虚偽の記載をした場合の取扱い 

    応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

  オ 応募の辞退 

    応募受付後に辞退する場合は、辞退届（別紙様式６）を提出してください。 

  カ 費用負担 

    応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

  キ 提供書類の目的外使用の禁止 

    本市が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じま

す。 

  ク 著作権の帰属 

    応募者の提出する事業計画書等の書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属

します。ただし、市は、指定管理者の決定の公表等必要な場合においては、提出

書類等の全部又は一部を無償で使用できるものとします。なお、提出された書

類等は理由のいかんにかかわらず返却しません。 

  ケ 特許権等 

    申請に当たって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づいて

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理方法等を使用

mailto:midori-koen@city.toda.saitama.jp
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した結果生じた責任は、応募者が負うものとします。 

  コ 情報公開 

    応募の際、提出した関係書類はすべて行政文書となることから、戸田市情報

公開条例及び同施行規則に基づいた取扱いとします。ただし、公開することに

より、競争上若しくは事業運営上の地位に著しい不利益を与えることが明らか

に認められるものを除きます。 

  サ 他の機関への照会 

    指定管理者候補者を選定するにあたり、提出された関係書類を基に他の機関

に照会することがあります。 

  シ 法人税等について 

    会社等の法人にかかる市民税、指定管理者が新たに設置した償却資産にかか

る固定資産税等の納税義務者となる可能性がありますので、市役所市民税課・

固定資産税課にお問い合わせください。なお、国税については税務署、県税につ

いては県税事務所へお問い合わせください。 

 

４ 指定管理者候補者の選定等 

（１）指定管理者候補者の選定 

   指定管理者候補者の選定に当たっては、提出された申請書により、一次審査（書

類審査）、二次審査（プレゼンテーション）を行い、(2)の「選定に当たっての審査

基準」に最も適合する申請者を指定管理者候補者とします。 

   一次審査は、提出された申請書類について書面審査を行い、その結果は、申請

者に文書で連絡します。 

二次審査は、一次審査を通過した申請について、プレゼンテーションを行って

いただき、申請の内容を基に総合的に審査します。 

   プレゼンテーションについては、一通過者につき説明２０分、選定委員からの

質疑応答１０分程度を予定しています。 

二次審査の開催日時、場所、実施方法等の詳細は、一次審査後に別途通知しま

す。なお、プレゼンテーションは提出された申請書類をもとに行い、プレゼンテ

ーションに要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

   二次審査の結果は、すべての二次審査参加者に文書で連絡します。 

   なお、正式に指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者候補者に事

故ある場合等があり、候補者としての資格要件を失った時は、候補者に対してそ

の資格を取り消す旨の通知をした後、二次審査において次点となった者を新たに

指定管理者候補者とします。 

 

（２）選定に当たっての審査基準 

ア 市民の平等な施設利用を確保することができること。 

イ 関係法令等を遵守し、適正に施設運営を行うことができること。 

ウ 施設の設置目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。 

エ 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 
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オ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保する 

ことができること。 

  カ 市立公園の特徴を活かした自主事業や公園に賑わいをもたらす取り組みなど 

魅力ある公園づくりに資する事業設定がされていること。 

 

（３）審査のポイント 

   資料６「戸田市指定管理者候補者審査基準(戸田市立公園)－評価表－」を参照

してください。 

 

（４）選定に当たっての審査方法等 

   一次審査及び二次審査は、市が設置する指定管理者候補者選定委員会が、審査 

基準に基づいて審査します。また、この会議は非公開とします。 

なお、１団体のみの応募しかなく、他の応募者がいない場合でも、基準評価値

（最低制限基準）に満たない場合は選定されず、再度公募を行います。 

 

（５）審査結果の公表 

   指定管理者の指定後に、指定管理者の名称、評価点数及び提案の概要並びに申

請者（名称は非公開）の評価点を市ホームページで公表します。 

 

（６）申請者に対する自己情報の開示 

   指定管理者の指定告示後に、応募団体が自らの応募分について審査結果の開示

を希望する場合は、評価点数等の情報を提供します。 

 

５ 指定管理者候補者選定後の手続 

（１）仮協定の締結 

   指定管理者候補の選定及び内定後、業務内容に関する細目的事項、指定管理に

係る指定管理料に関する事項、管理の基準に関する細目的事項等について、指定管

理者候補者と市との間で協議の上、仮協定を締結するものとします。ただし、第１

順位者との協議等ができない事由が生じた場合は、第２順位の候補者と協議を行

います。 

 

（２）指定管理者の指定方法・協定の締結 

   指定管理者の指定は、戸田市議会の議決を経て、文書で戸田市長が指定します。

なお、指定後速やかに告示を行います。また、指定期間における基本的、包括的な

事項を定めた「基本協定」及び年度ごと（４月１日から翌年３月３１日まで）の実

施事項を定めた「年度協定」を、令和９年４月１日付けで締結します。「年度協定」

は、年度ごとに協議の上、更新します。 

 

（３）引継ぎ・準備行為の実施 

   指定期間の始期から円滑かつ支障なく指定管理業務が実施できるよう、前管理
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者と業務引継ぎを行うものとします。 

   なお、令和９年３月３１日以前に業務引継ぎに要した費用は、すべて指定管理

者として選定された法人等の負担とします。 

 

（４）その他 

   指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定

を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

  ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、業務の履行が確実でないと認

められるとき。 

  イ 著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと

認められるとき。 

    また、指定管理者の議決について、市議会の議決が得られなかった場合及び

否決された場合においては、戸田市立公園に係る業務及び管理の準備のために

支出した費用については、一切補償しません。 

 

 

６ スケジュール 

  公募から指定までの主なスケジュールは以下のとおりです。  

 年 日時 内容 

令和８年 7 月 1 日（水） 募集要項配布開始 

質問受付開始 

7 月 6 日（月） 申請書の受付開始（8 月 6 日まで） 

7 月 10 日（金）17 時まで 現地説明会の受付締め切り 

7 月 15 日（水） 

※時間は、締切後指定する。 

彩湖・道満グリーンパーク及び荒川水循環センター上部公

園等での現地説明会 

7 月 21 日（火）17 時まで 質問事項受付締め切り 

7 月 28 日（火）まで 質問事項に対する回答（最終） 

8 月 6 日（木）17 時まで 申請書の提出締め切り 

8 月 7 日～8 月 31 日 第 1 次審査（書類審査・資格審査） 

9 月中旬（予定）  第 1 次審査結果通知 

9 月下旬 第 2 次審査（プレゼンテーション） 

第 2 回戸田市立公園指定管理者候補者選定委員会 

10 月中旬  第 2 次審査結果通知（指定管理者候補者の選定） 

12 月 指定管理者の議決（市議会 12 月定例会） 

令和９年 
 

1 月  指定管理者の指定（告示） 

指定管理者指定通知 
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2 月～3 月 協定書の内容についての協議 

4 月 1 日  協定書の締結 指定管理者による運営の開始 

   

７ その他 

予期することのできない特別の事情が生じた場合は、この募集要項その他仕様書

等の内容を変更する場合があります。 

 

８ 問い合わせ先 

  戸田市環境経済部みどり公園課 公園マネジメント担当 

  住   所   〒３３５－８５８８ 埼玉県戸田市上戸田１－１８－１ 

  電   話   ０４８－４４１－１８００（内線３５４） 

  Ｆ Ａ Ｘ   ０４８－４３３－２２００ 

  電子メール   midori-koen@city.toda.saitama.jp 
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